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＜１．各県の基金要望額＞ 

要望加算額 

基礎額（15億円） 

評価順位（Ａ県が評価上位） 

要望加算額計：2,190億円 

       （被災３県は除く） 

（億円） 

資料２－２ 
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地域医療再生基金配分の考え方（イメージ） 

＜２．要望額が５０億円を超える医療圏に係る調整＞ 

要望額からの調整分 

調整後要望加算額 

基礎額（15億円） 

評価順位（Ａ県が評価上位） 

○50億円を超える額を要望している県について、総事業費に対する 

 基金充当額の割合（基金充当割合）が相対的に高い医療圏につい

ては、要望加算額を調整 

（億円） 
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＜３－１．有識者会議の評価を勘案した配分額の算定＞ 

調整後要望加算額か

らの減算分 

標準加算額 

基礎額（15億円） 

○調整後要望加算額の合計と予算枠１００５億円を勘案した

一定の率を各県の調整後要望加算額に乗じ、「標準加算額」

を算出 

評価順位（Ａ県が評価上位） 

（億円） 
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＜３－２．有識者会議の評価を勘案した配分額の算定＞ 

調整額△ 

調整額＋ 

標準加算額 

基礎額（15億円） 

評価順位（Ａ県が評価上位） 

（億円） 

↓ 

↓ 
↓ 

↑ 

↑ 

各県に対する配分については、基礎額１５億円に以下の額を加算した額 

①評価結果が全国平均並みの県については、標準加算額 

②評価結果が平均よりも高い県については、順位に応じて１より高い率を標

準加算額に乗じた額 

③評価結果が平均よりも低い県については、順位に応じて１より低い率を標

準加算額に乗じた額 

↓ 
↓ 

↑ 

↑ 

配
分
額 

③ 

配
分
額 

② 

配
分
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① 
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